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今月の新着図書 Newly-imported books

赤ちゃん時代の愛くるしさは
もちろん、可愛いしぐさとポ
ヨポヨボディーの癒し系とし
て大人気のアザラシのすべて
がこの一冊に。豊富な写真に
加え、オホーツクとっかりセ
ンター特集やアザラシ通にな
ろうアザラシナビなど楽しい
記事が沢山です。

アザラシまるごとBOOKアザラシまるごとBOOK
今泉 忠明 / 監修
南幅 俊輔 / 編著

おばけずしおばけずし
苅田 澄子/作苅田 澄子/作

柴田 ケイコ/絵柴田 ケイコ/絵

図書館情報

ゆ～とぴあ  NEWS

「おばけでもいいから来てく
れないかなぁ」いつもひま
なお寿司やさんがつぶやく
と、本当におばけがやって来
ました。お金のないおばけ
は、釣った魚で払うというけ
ど・・・パンどろぼうシリー
ズの柴田ケイコさんの絵が
楽しいユーモア絵本です。

雄武町図書館（雄武町末広町二区）
☎84－2404
10時～19時（火～金曜日）
10時～18時（土・日、祝日）
休館日　月曜日、年末年始、
　　　　蔵書点検期間

ht tps : / /www.
t o w n . o u m u .
h o k k a i d o . j p /
kanko_bunka_
sports/toshokan/
index.html

図書館ホームページ

宝石おりがみ（KARATZ 宝石）・ひとりたび 1 年生
（たかぎなおこ）・隠された遺体（青山透子）・組織と
仲間をこわす人、乱す人、活かす人（平岡祥孝）・ぜ
んぶ味わう！国産レモンまるごとレシピ（河井美歩）・
イカ釣り北海道（つり人社北海道支社）・問題社員の
正しい辞めさせ方（新田龍）・京屋の女房（梶よう子）・
ふたりの恋人（赤川次郎）・初心の業（堂場瞬一）・
35 年目のラブレター（小倉孝保）・小泉八雲先生の「怪
談」蒐集記（峰守ひろかず）　ほか

魔女だったかもしれないわたし（エル・マクニコル）・
かんてんぼうき（荒木健太郎）・小学生のメイク本（イ
ガリシノブ）・ぼくは王さまともだちコレクション

（寺村輝夫）・おじばさん（ひぐちきょうこ）・おふろ
（いちろう）・泳ぐウミガメ こんにちは、サンゴさん
（李知謙）・す〜べりだい（鈴木のりたけ）・こんなお
うちにすみたいな（武田美穂）・キツネのてがみや

（マツゾエヒロキ）・アンダーアース・アンダーウォー
ター（アレクサンドラ・ミジェリンスカ）　ほか

一般図書（      ）（      ） 児童図書（      ）（      ）

『小田切訓絵画ギャラリー』の展示作品が変わりました

企画展示『いとしきネズミたち　みやこしあきこといわ
むらかずおのネズミたち』

図書館で展示しています故・小田切訓先生（雄武町出身／洋画家）
の作品を、入れ替えました。

画集の貸し出しも行っていますので、絵画とあわせてぜひご覧ください。

展示期間　3 月 23 日㈰まで

昨年は、みやこしあきこさんの著書『ちいさなトガリネズミ』が
2024 年ニューヨークタイムズ紙 / ニューヨーク公共図書館最優秀絵
本賞を受賞し、また、14 匹のネズミの大家族が自然と共に生きる『14
ひきのシリーズ』で有名ないわむらかずおさんが逝去されるなどの
ニュースがありました。

これらのニュースにちなみ、図書館では二人の共通点である「ネズ
ミ」を中心とした展示を行います。ぜひご覧ください。

　

国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

問住民生活課戸籍住民係
問北見年金事務所国民年金課　☎０１５７ ‐ ２５ ‐ 8 ７０３（自動音声案内２→２）

暮らしの

年金情報

・学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障
害基礎年金を受け取ることができない場合があります。

・国民年金の資格取得届と学生納付特例申請書を同時に提出した場合であっても、納付書が送付
されることがあります。

・学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず４月から翌年３月までの期間を対象として審査
します。ただし、保険料の納付期限から２年を経過していない期間についても、さかのぼって
申請することができます。

 国民年金保険料学生納付特例の注意事項

　学生納付特例の承認を受けた期間は、10 年以内であれば保険料をさかのぼって納めること（追
納）ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。

保険料の追納をお勧めします

　日本国内に住むすべての人は、20 歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納
付が義務づけられています。しかし、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される

「学生納付特例制度」が設けられています。

対象者（いずれにも該当）
・学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下であり『大学（大学院）』『短期大

学』『高等学校』『高等専門学校』『特別支援学校』『専修学校および各種学校（修業年限が１年
以上の課程である学校）』に在学する学生

　【所得基準】　128 万円 +（扶養親族などの数× 38 万円 + 社会保険料控除など）

申請先　住民登録している市区町村窓口、年金事務所、在学中の学校など
申請に必要なもの　・基礎年金番号通知書の写しまたは年金手帳の写し
　　　　　　　　　・学生などであることまたは学生などであったことを証明する書類
　　　　　　　　　　（在学期間がわかる在学証明書（原本）または学生証の写し）


